
現在位置

令和5年12月1日より、インターネットで粗大ごみの申込みをした際に、オンライン決済で粗⼤ごみ処理⼿数料を⽀払うこと

が可能になりましたのでお知らせします。

令和5年12月1日　

インターネット申請のうち、支払方法にて「キャッシュレス決済」を選択した方

・クレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、DinersClub）

・PayPay

粗大ごみのインターネット申請はこちら

インターネット受付（24時間受付） 外部リンク

選択画面イメージ

緊急情報なし

防災ポータル

トップ くらし・総合 家庭ごみの出し方 ごみの出し方 資源物とごみの分け方・出し方 粗大ごみ

粗大ごみの申し込みでオンライン決済が使えるようになりました

粗⼤ごみの申し込みでオンライン決済が使えるようになりました

公開日：2023年12月1日

更新日：2025年1月16日

利⽤開始⽇

利⽤対象

利⽤可能な決済⽅法

オンライン決済における粗⼤ごみの出し⽅

1 収集を依頼する

（1）インターネットから申し込む

（2）申込時に、⽀払⽅法にて「キャッシュレス決済」を選択

川久保皆実議員 令和６年第２回定例会令和７年２月定例会議 一般質問資料 【資料１】①

出典：川崎市ホームページ
https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000154967.html

※赤色下線及び黄色ハイライトは川久保皆実議員による。

https://www.sodai.city.kawasaki.jp/eco/view/kawasaki/top.html
https://www.sodai.city.kawasaki.jp/eco/view/kawasaki/top.html
https://www.sodai.city.kawasaki.jp/eco/view/kawasaki/top.html
https://www.city.kawasaki.jp/index.html
https://portal.kikikanri.city.kawasaki.jp/
https://www.city.kawasaki.jp/
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/index.html
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/261-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/261-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/261-1-10-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/261-1-10-11-0-0-0-0-0-0.html
kawakubo
ハイライト表示

kawakubo
ハイライト表示

kawakubo
ハイライト表示

kawakubo
ハイライト表示

kawakubo
下線

kawakubo
下線

kawakubo
下線

kawakubo
下線

kawakubo
下線



　※受付完了後、別途決済⼿続きが必要ですのでご注意ください。

 ※過去にインターネット申請で申し込みをされた方は自動的に決済画面へ遷移します。

・収集⽇の3⽇前まではキャンセル等による返⾦対応は可能ですが、それ以降は返⾦はできませんのでご注意ください。

・また、キャンセルした料⾦は次回の粗⼤ごみの排出時に充てることができません。

・キャッシュレス決済の⼿続きは収集⽇前⽇までに完了ください。

・キャッシュレス決済時の領収書の発⾏は⾏っておりません。

・クレジットカード決済の場合、3Dセキュア認証が必要となる場合があります。ご不明な場合には、ご利⽤のカード発⾏会

社にお問い合わせください。

※3Dセキュアとは、インターネットショッピングでのクレジットカード不正利用（なりすまし等）を防ぐための本人認証サ

ービスです。決済時にカード情報に加え、カード利用者がカード会社に事前に登録した本人認証パスワードの入力を行うこ

とで、本人であることの認証を行う仕組みです。3Dセキュアの設定方法やパスワード等がご不明な場合には、ご利用のクレ

ジットカード会社にお問い合わせください。

　決済⽅法の具体的な操作⼿順はこちら

　PayPay(PDF形式,584.17KB)

　クレジットカード(PDF形式, 817.59KB))

決済完了画面イメージ

　キャッシュレス決済の場合、粗大ごみ処理券に代わり任意用紙（広告や要らないプリントなどの裏紙でも可能）に必要事

項（受付番号、収集日、金額）をご記入し、排出するそれぞれの粗大ごみに貼付ください。

　なお、用紙の大きさは、1辺が20cm程度のものをご利用ください。

　記入時は、雨天時に雨で滲んでしまう可能性があるので、水性インクのご使用はご遠慮ください。

　任意用紙のひな型も準備しておりますのでご活用ください。(PDF形式,15.16KB)

　

（3）受付完了メールが届く

（4）受付完了メールに記載のある決済URLから決済を⾏う

決済⼿続き時の注意事項

（5）決済完了

2 粗⼤ごみを出す

（1）任意⽤紙に必要事項を記⼊し、ガムテープなどでしっかり貼り付ける

②

https://www.city.kawasaki.jp/300/cmsfiles/contents/0000154/154967/paypay_.pdf
https://www.city.kawasaki.jp/300/cmsfiles/contents/0000154/154967/creditcard2.pdf
https://www.city.kawasaki.jp/300/cmsfiles/contents/0000154/154967/creditcard.pdf
https://www.city.kawasaki.jp/300/cmsfiles/contents/0000154/154967/youshi.pdf
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任意用紙イメージ

 

貼付イメージ

・任意用紙が剥がれている、必要事項が記入されていない場合は収集できません。

・任意用紙を使用できるのはキャッシュレス決済を行った場合のみです

株式会社ジモティーと連携してジモティースポット川崎を開設しています。

まだ使える不要品を持ち込んでいただき、無料で引き取りいたします。（久地は事前予約制、菅生は予約不要）

「ジモティースポット川崎」の詳細・予約受付はこちら 外部リンク

（2）収集⽇当⽇の朝8時までに指定された場所に排出

排出時の注意事項

粗⼤ごみに出す前に、リユースを検討してみませんか︖

お問い合わせ先

③

https://jmty.jp/about/jmtyspot_kawasaki
https://jmty.jp/about/jmtyspot_kawasaki
https://jmty.jp/about/jmtyspot_kawasaki


粗大ごみ受付センター（申込・問合せ）

一般加入電話0570-044-530

携帯・IP電話044-930-5300

ファクス044-930-5310（電話・インターネットで申し込みができない方）

川崎市環境局生活環境部収集計画課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話044-200-2583

ファクス044-200-3923

メールアドレス30syusyu@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号154967

（この記事の分類）

同じ分類から探す

粗⼤ごみ

粗大ごみの出し方

粗大ごみ処理手数料

粗大ごみ処理手数料を改定しました

【 注意喚起 】粗大ごみ受付センターを名乗るフィッシングメールについて

よくある質問FAQ
AIチャットボット

外部リンク

区役所

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区

麻生区

(c )  2025 C i ty  o f  Kawasak i .  A l l  r ights  reserved .

粗大ごみの申し込みでオンライン決済が使えるようになりました

④

mailto:%33%30%73%79%75%73%79%75@%63%69%74%79.%6b%61%77%61%73%61%6b%69.%6a%70
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/261-1-10-11-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000012773.html
https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000005445.html
https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000144824.html
https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000126949.html
https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/index.html
https://kawasaki.chatbot-gate.com/chatbot.html
https://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/
https://www.city.kawasaki.jp/saiwai/
https://www.city.kawasaki.jp/nakahara/
https://www.city.kawasaki.jp/takatsu/
https://www.city.kawasaki.jp/miyamae/
https://www.city.kawasaki.jp/tama/
https://www.city.kawasaki.jp/asao/


つくば市

デジタル・ガバメント推進方針

政策イノベーション部 情報政策課

2023年４月

2024年３月 改定

川久保皆実議員 令和６年第２回定例会令和７年２月定例会議 一般質問資料 【資料２】⑤

※赤色下線及び黄色ハイライトは川久保皆実議員による。

出典：「つくば市デジタル・ガバメント推進方針」2024年3月改定から一部抜粋
（つくば市HP）
https://www.city.tsukuba.lg.jp/material/files/group/16/digitalgovernmentpolicy_202403.pdf



03
推進方針

方針の柱

本方針は、以下の６つの柱を軸に、目指すべき社会像を実現します。

データで市民と豊かになるまち01
１ データの利活用推進

2 オープンデータの推進

誰もが参加できるデジタル社会03
1 デジタルデバイド対策

2 多言語での情報発信や案内の充実

3 MaaS等を活用した交通手段のシームレス化

4 自治体DX推進のための環境づくり

デジタルを活用した

ワークライフバランスの向上
05

1 デジタルツールを活用したBPRの取組の徹底

２ テレワークの推進

３ 基幹系システムの標準化・共通化

デジタルを基本とした

行政サービス
02

1 行政手続のオンライン化

2 オンライン手続へ誘導するフローの見直し

3 スマートフォンアプリの活用

4 オンライン相談への対応

5 マイナンバーカードの普及促進

デジタル人材の育成・活用04
1 ICT を活用した教育の推進

2 自治体DX推進のための人材育成

3 外部人材の活用

安全・安心な情報インフラ06
1 情報セキュリティ対策の強化・徹底

２ 災害に強い基盤の整備と業務の継続性強化

13

⑥

kawakubo
ハイライト表示

kawakubo
下線

kawakubo
ハイライト表示

kawakubo
下線



デジタルを基本とした

行政サービス
02

1 行政手続のオンライン化

2 オンライン手続へ誘導するフローの見直し

3 スマートフォンアプリの活用

4 オンライン相談への対応

5 マイナンバーカードの普及促進

03
推進方針

方針の柱02

デジタルを基本とした行政サービスのために、次のとおり取り組みます。

１ 行政手続のオンライン化

つくば市戦略プランの施策でもある『書かない・待たな

い・行かないデジタル窓口』の実現のために、窓口でのデ

ジタルツールの活用やオンラインで申請可能な手続を拡

大し、市民の利便性向上と職員の業務効率化を図ります。

また、市民等が日常で利用している市の各種システム

については、適宜見直しを行いながら、利用しやすく、便

利なオンラインシステムの構築を推進します。

２ オンライン手続へ誘導するフローの見直し

（迷わないオンライン手続）

オンライン化されている手続の周知や手続ページへの

アクセスを見直すなど、オンライン手続の利用しやすさを

改善することで、利用したい人が「迷わないオンライン手

続」を目指します。

また、オンライン手続の情報を効果的に発信するため

に、ホームページ・SNS等を積極的に活用します。

15
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６障地第 750 号  

令和７年（2025 年）年１月 28 日  

 

 各課（室）等の長 様 

 

福祉部障害者地域支援室長  

  

障害者等への市主催講演会・イベント等における配慮について（周知） 

 

障害者への合理的配慮の提供については、これまで障害者差別解消法の規定で地方自治体

は義務、民間事業者は努力義務とされてきましたが、今年度から民間事業者においても合理

的配慮の提供が義務化され、これまで以上に地方自治体として必要な配慮が求められていま

す。 

 講演会やイベント等を主催する課等におかれましては、申込や周知に際して、障害者等へ

の合理的配慮の有無を事前に周知できるものについては、別紙を参考に可能な限りの御案内

をお願いいたします。 

また、障害者からの申出が過重な負担でない限りは、合理的配慮の提供は義務となってい

るため御対応願います。判断に迷うような時は、障害者地域支援室まで御相談ください。 

 
記 

 
１ 合理的配慮とは 

障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としてい

るとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるもの。 

例えば・・視覚障害のある出席者等に会議資料等を事前送付する際、読み上げソフトに対

応できるよう電子データ（テキスト形式）で提供する。 

 

２ 過重な負担の判断について 

 下記の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する。建設的な

対話を行い、安易に「前例がない」「特別扱いはできない」「もし何かあったら危ない」など

の説明は避ける。 

 ① 事務・事業への影響の程度（事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か） 

 ② 実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約） 

 ③ 費用・負担の程度 

 ④ 事務・事業規模 

 ⑤ 財政・財務状況 

例えば・・(ア) 聴覚障害のある来庁者から手話通訳者にサポートしてほしいという申出

に対し、当日は手話通訳者が休暇のため、②の理由からサポートは出来ないが、

川久保皆実議員 令和６年第２回定例会令和７年２月定例会議 一般質問資料 【資料３】⑧

出典：つくば市福祉部障害者地域支援室による庁内周知資料

※赤色下線及び黄色ハイライトは川久保皆実議員による。
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窓口職員が筆談ボードを使って意思疎通の支援を行う代替案を提案する。 

(イ) 車いす利用者からイベント参加の申出に対し、駐車場から会場入り口ま

でスロープがなく、数段の段差があるため、急遽のスロープ仮設や会場変更は

③や④の理由から出来ないが、当日の来場時間を確認し、業務の都合がつく応

援職員２名で段差を乗り越える移動支援を行う代替案を提案する。 

 

３ 参考資料 

・別紙１ 市の事業案内における障害者等への合理的配慮情報の発信について 

・別紙２ 電子申請申込画面イメージ 

・別紙３ チラシ記載例 

・別紙４ 内閣府リーフレット 

「令和６年４月１日から合理的配慮の提供が義務化されました」 

・内閣府ホームページ「合理的配慮等具体例データ集 合理的配慮サーチ」 

     https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/ 

            ※合理的配慮等の具体的な事例が掲載されています。 

   

【参考資料の格納場所】 

（電子書庫＞福祉部＞障害者地域支援室＞障害者差別解消法） 

http://www.tsukuba.city/ITW6b/library/indexHidden.asp?KEY=0019913720 

 

 

              【問合せ先】 

               福祉部障害者地域支援室 

    山中（内線 2213） 

⑨



市の事業案内における障害者等への合理的配慮情報の発信について

別 紙 １

⑴ イベント会場やイベント参加時に提供可能な配慮がある場合

→提供可能な配慮内容を提示する。

（例）「車いす席あり」、「手話通訳あり」など ※別紙３参照

⑵ イベント会場やイベント参加時に提供可能な配慮がない場合

→市は可能な範囲で障害者への配慮を提供する意思を示す文言や、「どのような配慮を希

望するか」を確認する文言を含め、対応の可否について事業担当課等において検討する。

なお、配慮の申出があった場合は、各担当課での対応が可能な範囲での配慮を行うもの

とする。

（記載例） ※別紙３参照

「障害のある方で配慮が必要な場合は○○までお申し出ください。」

「車いすでお越しの場合は○○に御連絡ください。」

(「対応が可能な範囲での配慮」の例）

・段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする。

・障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする。

・車両乗降場所をイベント等の施設出入口に近い場所へ変更する。

・視覚障害のある出席者等に会議資料等を事前送付する際、読み上げソフトに対応でき

るよう電子データ（テキスト形式）で提供する。

※ 聴覚障害者から、手話通訳等の希望があり、担当課で通訳等派遣の予算がない場合、障害

者地域支援室でも対応できる場合がありますのでご相談ください。

⒈ 市主催イベントの周知・案内

ホームページ・チラシ・ポスター等

市民にイベント情報を公開する段階で、事業ごとに合理的配慮に対する方針をあらかじめ提

示することで、何かしらの配慮を求めている市民がイベントへの参加の検討がしやすくなるよ

うな情報発信を行ってください。

1/2
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⑴ イベント参加時に提供可能な配慮がある場合

→電子申請フォーム等で、配慮可能な内容について、申込者に希望の有無を確認する。

※別紙２参照

⑵ イベント会場やイベント参加時に提供可能な配慮がない場合

→電子申請フォーム等に、市は可能な範囲で障害者への配慮を提供する意思を示す文言

や、「どのような配慮を希望するか」を確認する文言などの記載に努める。事前に合理的

配慮の提供方法について情報収集しておく。

（記載例） ※別紙３参照

「障害のある方で配慮が必要な場合は○○までお申し出ください。」

「車いすでお越しの場合は○○に御連絡ください。」

⒉ 市主催イベントへの申込時の留意点

チラシやポスター、ホームページ等に、あらかじめ、市は可能な範囲で障害者への配慮を提

供する意思を示す文言や、提供可能な配慮内容を掲載する。また、事前に合理的配慮の提供

方法について情報収集しておく。

（掲載例） ※別紙３参照

「障害のある方で配慮が必要な場合は○○までお申し出ください。」

■視覚障害者

「視覚障害のある方で、テキストデータでの資料配布を希望の方は事前に御連絡ください。」

■聴覚障害者

「手話通訳者等の派遣を御希望の方は事前に御連絡ください。」

■車いす利用者

「座席の位置等に配慮が必要な方は御連絡ください。」

事前申込制の場合

事前申込制でない場合

別 紙 １
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ノート注釈

082203751
ノート注釈

082203751
四角形

082203751
テキストボックス
【事前申込制のイベントの場合】電子申請の申込フォーム等に提供可能な配慮内容の希望の有無を確認する内容を入れてください。※対応可能なものがない場合は、不要です。

082203751
テキストボックス
別　紙　２

082203751
テキストボックス
2/2



イベント名

●月●日 (●）

つくば市役所 ■■会議室
(つくば市研究学園1－1－1)

リード文

●記載例

△：△～△：△（受付△：△～）

イベント内容

・障害のある方で配慮が必要な場合は、○○〇課までお申し出ください。

・手話通訳者等の派遣を御希望の方は事前に御連絡ください。

別 紙 ３

・手話通訳あり ・車いす席あり

※対応可能な配慮がある場合は、内容を予め記載してください。

・ チラシの下部に下記のような文章を加え、配慮を行う意思を表示してください。

（記載内容はあくまで一例のため担当課で御判断ください。）

※要望があった場合は、担当課での対応が可能な範囲での配慮を行ってください。

・ あらかじめ提供可能な配慮がある場合、その内容を掲載してください。

2024年

●記載例
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